
被災したこどもの居場所づくり支援の柱

1

NPO等に対する財政支援１

２ 自治体への働きかけ

以下の内容について、1/16（火）に自治体宛て事務連絡を発出
• 被災地したこどもが安全・安心に遊んだり学んだりすることができる居場所を確保
することは非常に重要であり、居場所の確保について配慮いただきたい。

• 居場所指針や避難所運営ガイドラインの改めての周知。
• 上記①に記した支援の積極的活用の呼びかけ。
• 被災地したこどもの居場所づくりでは、民間団体が、都道府県及び市町村と連携・
協働して取組を行うことが重要であることから、民間団体との連携のお願い。

• 令和４年度第二次補正予算及び令和５年度補正予算に計上しているNPO等と連携
し たこどもの居場所づくり支援（モデル事業）（14億円の内数）を活用して、
被災したこどもの居場所づくりを行う民間団体の取組を支援。

• その際、自治体と連携してこどもの居場所づくりを行う民間団体が、直接、国に
補助申請を行うことを可能とする。

第14回 こどもの居場所部会
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2＊３２団体採択済み



【自治体への事務連絡通知】被災したこどもの居場所づくりへの対応について


